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 はじめに 

	 哲学者ヒラリー・パトナムは、自らの哲学上の立場を度々大きく変えてき

たことで知られている。そのうち、ある言明が真であるということは「その

言明が心に依存せずに存在する対象に対応すること」だという主張を含む形

而上学的実在論（metaphysical realism）から、ある言明が真であるということ

は「その言明が合理的に受容可能（rationally acceptable）であること」だとい

う主張を含む内在的実在論（internal realism）への転向以後1、倫理学について

も積極的に論を展開するようになった。 

	 パトナムの倫理学における戦略の中心は、（1）通常の認知的判断には価値

が前提とされていること、（2）道徳的判断には認知的判断と同じように、事

実と価値の絡み合いが見られること、の 2つを論拠として、真であるかどう

か、あるいは合理的に受容可能かどうかという判断を、道徳的判断に対して

も下すことができると示す、というものである。パトナム自身その主張を様々

な著作で提示しているし（Putnam [1981a], Putnam [1990], Putnam [1994], 

Putnam [2002]）、本稿の参考文献に示した先行研究もこの点に注目している

（Bernstein [2010], Misak [2013], 大谷 [2008]）。 

しかし、内在的実在論期における主著『理性・真理・歴史 Reason, Truth and 

History』（1981 年）でパトナムは、これらの議論を踏まえた上で、例えばナ

                                                   
1 内在的実在論は 1976 年のジョン・ロック講義で初めて素描され、1994 年のジョン・デュ
ーイ講義で自然な実在論（natural realism）へ転向するとともに放棄されることになる。 
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チ党員が持つような反道徳的な目的をどのようにして「非合理的」であると

批判することができるのか、という問題に取り組んでいるにもかかわらず、

パトナムの倫理学に関する先行研究では、この点についてはあまり言及され

ていない。したがって本稿では、反道徳的な目的をどのように批判するのか

というパトナムの問題関心に沿った上で、彼が提示した議論を紹介する。ま

た本稿第 3節においては、パトナムによる道徳的判断における事実と価値の

絡み合いの擁護と、論敵への批判をより詳しく解説する。 

	 ただし、以下 2つの点において本稿の射程は限られたものとなる。（1）パ

トナムの立場が既存の倫理学においてどのように位置づけられるかに関して

は踏み込まないし、彼の立場の評価にも踏み込むことはない。（2）また本稿

の議論の中で言及される、内在的実在論の評価にも踏み込むことはない。本

稿は研究ノートとして射程を限定し、パトナムの倫理学全体を論じるにあた

っての準備段階として、彼の立場のおおまかな見取り図を描く。 

	 本稿は以下の構成を取る。第 1節では本稿の内容に必要な限りにおいて、

パトナムが提示した、指示の不確定性に基づく形而上学的実在論への批判を

紹介したうえで、それに代えて彼が提唱した内在的実在論がどのような立場

であるかを概観する。第 2節においては、認知的判断における事実と価値の

絡み合いについて扱う。その際に『理性・真理・歴史』に加えて、同時期の

論文集『実在論と理性 Realism and Reason』（1983年）にも注目しつつ、合理

的受容可能性に関する「基準的見方（criterial view）」と「文化相対主義（cultural 

relativism）」へのパトナムの批判、および合理性に関する彼自身の考え方を見

る。第 3節では、前節での議論を踏まえた上で、まず道徳的判断における事

実と価値の絡み合いをパトナムがどのように擁護しようとしたのかを概観す

る。その際に、『理性・真理・歴史』第 9章におけるジョン・マッキーの「奇

妙さからの論証（argument from queerness）」と、『事実／価値二分法の崩壊 The 

Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays』（2002年）第 2章におけ
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る「濃い倫理的概念（thick ethical concept）」の分離可能性に対する、パトナ

ムの反論に注目する。そして、その主張がどのようにして、反道徳的な目的

を非合理的であると批判することを可能にしたのかを見る。最後に、本稿で

紹介する限りでのパトナムの倫理学における主張に対する、2 つの批判を紹

介して稿を閉じる。 

 

1. 形而上学的実在論から内在的実在論へ 
	 パトナムがどのようにして反道徳的な目的を非合理的だと批判しようとし

たのかを見るためには、事実と価値の絡み合いに関する彼の主張を確認する

必要があるが、そもそもこの絡み合いに関する主張は、彼自身がかつて取っ

ていた「形而上学的実在論」という立場への批判を出発点としている。パト

ナムはこの立場が「指示の不確定性（indeterminacy of reference）」を呼び込む

ために維持不可能であると批判する。この批判を踏まえてパトナムは、ある

言明が真理であることと、それが正当化されている、すなわち合理的に受容

可能であることとが密接な関係にある、と主張する「内在的実在論」という

立場を提唱した。本節では、この形而上学的実在論への批判と内在的実在論

の概要を確認する。 

 

 1.1 形而上学的実在論と指示の不確定性の問題 

	 まず、パトナムが批判の対象としている形而上学的実在論は以下の 3つの

テーゼを含んでいる2（Putnam [1981a] 49: 78）。 

 

（MR1）世界は心から独立な対象の固定された総体（fixed totality）から

成る。 

                                                   
2 なお、（MR1）～（MR3）の 3 つのテーゼは筆者が原文の記述をもとに再構成したもので
ある。また、本稿 1.2 節で示した（IR1）～（IR3）も筆者が再構成したものである。 
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（MR2）「世界の在り方」について真で完全な記述がただ一つ存在する。 

（MR3）真理は、語または思惟記号と、外的事物ないしその集合とのあ

る種の対応関係を含んでいる。 

 

このような立場の具体例としてパトナムが主に念頭に置いているのは、「世

界にはなにが存在するか」に関して唯一正しい答えを与えるのは物理学だと

考える物理主義（physicalism）ないし唯物論（materialism）である（Putnam 

[1982a] 208-211: 257-262, Putnam [1990] 37）。（MR1）～（MR3）の 3つの主張

は相互に依存しているが、形而上学的実在論においては、語と対象の間に「あ
．

まりに多くの
．．．．．．

対応が存在してしまう」（Putnam [1990] 72: 112	 傍点強調原文）

ために（MR1）～（MR3）が擁護不可能になる、とパトナムは主張する。こ

れは「指示の不確定性」として知られるテーゼの一種である（荒畑 [2010] 4-

15）。パトナム自身がこのテーゼの擁護のために提示した論証3を本稿で詳し

く紹介することはしないが、形而上学的実在論において指示の不確定性が生

じるのは、理論の受容に関してなんらかの制約を定めたとしても、その理論

に含まれている文の真理値を変更することなしに、当該の文と外的対象との

間に複数の対応関係を考えることができるからである、というふうにパトナ

ムの主張は要約される（Putnam [1981a] 29-35: 43-61）。 

ここで伊勢田 [1995]における説明を参考にして、パトナムの議論を単純化

したものを提示したい。まず世界に a～fの 6つの個体だけが存在するとしよ

う。そして、aと bと cからなる部分集合 S1に述語 P1、bと cと dからなる

部分集合 S2 に述語 P2、e と f からなる部分集合 S3 に述語 P3 が対応すると

しよう。このとき「すべての P1は P2である」という言明は偽であり、また

                                                   
3 パトナムが指示の不確定性を証明するときに用いたのが「モデル論的議論」とレーヴェン
ハイム＝スコーレムの定理であり、それぞれ『理性・真理・歴史』第 2 章と『実在論と理性』
第 1 章で論じられている。モデル論的議論に関しては日本語文献も複数存在する。本稿の参
考文献に挙げたものとしては伊勢田 [1993]を参照されたい。 
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「すべての P1 は P3 ではない」という言明は真である。ここで、「すべての

P1は P2である」や「すべての P1は P3ではない」の真理値を変えないよう

にして、各部分集合に先ほどとは違った個体を割り振ることができる。指示

の不確定性の議論を非常に簡略化するとこのようになる。 

このような事態が生じる原因は、真理は言語と世界との間の対応関係にあ

る、と形而上学的実在論が考える一方で、言語はこの対応関係を取り結ぶ単

なる項であり、それ自体としては指示関係を定めることができない、という

点にあるとパトナムは主張する4。 

形而上学的実在論者は、語はそれとは独立した対象を記述し、その正しさ

は両者の間に成り立つ対応関係にあり、しかもそのような対応関係はただ一

つに定まると考えるため、この反論によってまず（MR2）と（MR3）が崩壊

する。（MR1）それ自体は（MR2）と（MR3）なしでも単独で主張可能である

が、「予め分節化され、自然科学の語彙で記述可能な世界」というような、形

而上学的実在論者が意図する形で（MR1）を維持することはできない5（cf. 伊

勢田 [1993] 41）。 

 

 1.2 内在的実在論とはなにか 

	 このようにして、パトナムは形而上学的実在論を指示の不確定性を根拠と

して斥けた。とはいえ、彼自身も指示が不確定であるという事態をそのまま

                                                   
4 ここで形而上学的実在論者は、指示関係を「自然科学の語彙で定義可能」（Putnam [1981a] 
45: 68）な因果関係に還元することで、当該の立場が指示の不確定性を招くという批判をか
わそうとするかもしれない。しかし結局のところこの主張も、「因果関係」という語がなに

を指示するかを確定することができないため、どの語がどの対象を指示しているかを確定

する助けにはならない、とパトナムは主張する（ibid. 45-46: 68）。 
5 これはなぜかと言うと、指示の不確定性を受け容れたまま（MR1）を主張することもでき
るが、その場合、発話者が気づかないうちに文の指示対象が変化し得ることになる（Putnam 
[1983a] ⅶ-ⅷ: 9-10）。パトナムはこの主張を「存在論的相対性」と呼ぶが、それはそれ自体
ではなんら性質を持たず、しかしどのような性質でも持ち得る「物自体」のような対象を受

け容れなければならなくなる、としてそのような主張を斥ける。また、指示の不確定性を自

分の言語には受け容れず、他者の言語にのみ受け容れるという立場に対しては、人間の置か

れている状況は相互に似たようなものであり、他者の言語に関して指示の不確定性を受け

容れるならば、自分の言語に関しても受け容れなければならなくなる、と返している（ibid.）。 

41



受け容れたいと考えてはいない（Putnam [1983a] ⅶ-ⅷ: 11）。というのも、私た

ちはある語がどの対象を指示するのかを現に知っているからだ。パトナムは、

指示の不確定性を避けるためには、語が何を指示するかと、語がどのように

使用されているかを不可分のものとして考えなければならないと考え、以下

のように主張する。 

 

記号は、それらがどう使われるか、誰によって使われるかとは独立に、

本来的にある対象に対応するわけではない。だが、使用者が属する（of）

特定の共同体によって特定の仕方で現実に使われる記号は、そうした使

用者たちの概念図式（conceptual scheme）の内部では特定の対象に対応し

得る。（Putnam [1981a] 52: 82） 

 

概念図式は記述図式とも呼ばれ、『理性・真理・歴史』において明確な定義

が与えられているわけではないが、語を用いて世界の諸対象を分類するもの

だと理解してよいだろう。 

この主張を踏まえてパトナムが提示する立場は「内在的実在論」と呼ばれ、

以下 3つのテーゼを含んでいる（ibid. 49-50: 78-79）。 

 

（IR1）世界にいかなる対象が存在するかは理論や記述の内側でのみ意味

をなす。 

（IR2）世界に関する真なる理論や記述は複数存在する。 

（IR3）真理とは理想化された合理的受容可能性である。 

 

このような主張に対しては、少なくとも 2つの問いが生じる。一つ目は、内

在的実在論においてはどのように指示の不確定性の問題が避けられているの

か、という問いであり、そして二つ目が、内在的実在論は、あらゆる言明や
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概念枠の間に優劣をつけることはできないということを含意するのではない

か、という問いである。 

	 まず前者の問いに対してパトナムはどのように答えるのか。そもそも内在

的実在論においては「世界を諸対象へと切り分ける」（ibid. 52: 82）概念枠を

導入して初めて、対象が存在するようになる。したがって、任意の記号がど

の対象に対応するかという問題は、概念枠を参照することによって答えを与

えることが可能になる（ibid.）。 

	 では、内在的実在論は、あらゆる概念枠や言明の間に優劣をつけること

はできないということを含意しないのだろうか。 

内在的実在論に関してこのような誤解を招く、考えられ得る要因として、

パトナムは 2つのものを挙げている（ibid. 54-55: 85-87）。まず一つ目が、内

在的実在論は言明と心から独立した対象との一意的な対応というものを認め

ないが、このことは経験的入力による言明の正当化を認めないことではない

か、という誤解を招く、というものだ。そしてもう一つが、（IR3）にもある

ように、内在的実在論においては真理と合理的受容可能性を密接なものとし

て考えるが、ある言明が合理的に受容可能かどうかは、ある人が置かれた時

代状況や当人が持っている知識の量などによって変化する以上、これら 2つ

の概念を単に同一視するならば、あらゆる言明が真であることになってしま

う、というものだ。 

まず一つ目の要因に対してパトナムは、内在的実在論は言明に対する経験

的入力を否定しない、と主張する。もちろん、内在的実在論においては、あ

る言明が概念枠の影響をまったく受けていないような対象と対応しているか

どうかを問うことは無意味であると考えられる。しかし、概念枠によって形

作られた入力まで否定することはない（ibid. 54: 85-86）。パトナムは、真理を

言明と、心から独立した対象との対応として考えるのではなく、言明が真で

あるかどうかの基準の 1つとして、私たちが予め抱いている信念と、私たち
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の採用する概念枠によって形作られた経験的入力との「整合性」を用いる

（ibid. 49-50: 79, 54-55: 86）。 

	 二つ目の要因に関して、パトナムは以下のように答える。形而上学的実在

論は真理を語と心から独立した対象との対応関係であると考えるため、あら

ゆる言明が真であるということは含意しないが、この立場を取ることなく真

理と合理的受容可能性が別の概念であるという直観を救うためのパトナムの

方策は、（IR3）の「理想化された」という部分にある。つまり、ある言明を

正当化するために認識上理想的な条件（epistemically ideal conditions）という

ものが存在し、そのような条件下において正当化される言明が真であると言

われ得るのである。もちろん認識上理想的な条件は実際に達成できるわけで

もなければ、それに十分に近づいているかどうかも分からないであろう。し

かし、そのような概念について語ることには、正当化の条件を見直していく

ことで理想的な条件に近づくことを可能にする、という実用的な価値がある

（ibid. 55: 87-88）。パトナムはこの考えを以下の 2つの主張に要約している。 

 

（IR3-1）「真理は、いまここにおける正当化とは独立であるが、あらゆ
．．．

る
．
正当化から独立なわけではない。」（ibid. 56: 88） 

（IR3-2）「真理は、安定的あるいは『収束的』であると期待される。」（ibid.） 

 

	 以上のように、内在的実在論は指示の不確定性を逃れることができている

とともに、（1）言明が経験的入力によって正当化されること、（2）真理と正

当化が別の概念であること、という 2つの考えが確保できているために、あ

らゆる言明が真であるという事態を引き起こすこともない。 

 

2. 合理性に関するパトナムの立場と、事実と価値の絡み合い 
	 前節では形而上学的実在論への批判と内在的実在論の概要を見てきたが、

44



後者の立場において重要となる、合理的受容可能性の基準はどのように決ま

るのであろうか。パトナムは合理性の本性を理解しようとする試みが「基準

的見方」と「文化相対主義」を生み出したと考える。パトナムはこれらを批

判した上で、自身が「非基準的合理性」と呼ぶ合理性に関する構想と対比し、

以下 2つの主張を展開していく。すなわち、（1）認知的価値が事実を構成す

る、（2）合理的受容可能性の基準を批判することは可能である、の 2つであ

り、これが事実と価値の二分法を否定するパトナムの主張をなす。 

 

 2.1 合理性に関する基準的見方と文化相対主義 

	 まずは基準的見方に関するパトナムの主張から見ていこう。 

	 そもそも基準的見方とは、「何が合理的に受容可能であり、何が受容不可能

であるかを確定する制度化された（institutionalized）規範」（Putnam [1981b] 188: 

277）が存在するという立場のことである。この場合の規範とは、合理的受容

可能性の基準を意味すると理解してよいだろう。このような立場を取ってい

るとして具体的に名前が挙げられているのは、論理実証主義者やカール・ポ

パーをはじめとした科学哲学者、後期ウィトゲンシュタイン、オックスフォ

ード日常言語学派である。パトナム曰く、彼らに共通した考え方は、ある言

明を受容するか否かの判断が、ある公共的に受け容れられた規範（例えば論

理実証主義であれば検証原理、ポパーであれば反証原理）によってアルゴリ

ズム的に可能である、という主張だ（Putnam [2002] 31: 35）。 

	 この立場に対するパトナムの批判は 2つに分けることができる。 

	 まず一つ目が、合理性に関する基準的見方が自己論駁的であるというもの

だ。これは典型的には論理実証主義の有意味性基準に対してなされる反論と

類似している。検証原理は最も単純な仕方においては「ある言明は、それが

表現する命題が分析的ないし経験的に検証可能である場合、かつその場合に

限って、文字通りの意味を持つ」（Ayer [1946] 5）と定式化され、論理実証主
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義者たちは、この原理をもとに道徳的言明や形而上学的言明を無意味な言明

であると見なした。 

	 しかし、この検証原理それ自体が分析的でも経験的に検証可能な言明でも

ないため、論理実証主義の採用する有意味性基準が自己論駁的だという反論

がなされた（Putnam [1981b] 184-185: 222）。パトナムは、この批判が基準的見

方を擁護するあらゆる立場を論駁するものだ、と主張する（ibid. 188-189: 227-

228）。 

 

要するに、基準に合わせて検証され得る言明だけが合理的に受容可能で

あり得ること、これが正しいなら、この言明それ自体は基準に合わせて

検証され得ないし、それゆえに合理的に受容可能であり得ないのである。

（ibid. 189: 228） 

 

つまり、合理性に関する基準それ自体の合理性を、当該の基準によって示す

ことはできないという点において、合理性に関する基準的見方は自己論駁的

なのだ。 

そして二つ目の批判が、ある言明を受容するか否かを判断するに際して、

私たちは実際にはアルゴリズム的な手続きを取ってはいないというものだ。

例えば、カルナップは科学の問題を、科学者が用いる概念枠を用いて問われ

る内的問題と、概念枠それ自体の選択に関わる外的問題の 2つに分けた上で、

概念枠それ自体の選択に関わる外的問題は真偽を問うことはできないと考え

た。あるいはポパーは、反証可能な理論をテストにかけ、そのうちテストを

生き延びたものを保持するという方針を取る。しかし、クワインが「経験主

義の 2つのドグマ」で主張したように、理論に含まれる個別の文とその検証

に関わる経験的証拠の範囲を確定することはできず、したがって経験的証拠

に基づいて規約ないし概念枠が改訂されることもある（Quine [1951]）。つま
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り、ある言明の受容は、単純性、整合性などといった様々な要素が関わって

行われる「非形式的なトレードオフ」なのである（Putnam [2002] 141-142: 177-

178）。パトナムは、これらの性質がある言明が合理的に受容可能かどうかと

いう規範的判断の基準として働くということから、これらを「認知的価値

（cognitive value）」と呼ぶ6（Putnam [1981a] 136: 207）。私たちは合理性につ

いて論じることが現にできる以上、「制度化された基準的合理性より広範な」

（Putnam [1981b] 191: 230）合理性を保持しているはずなのだ。 

	 では、パトナムは合理性に関する文化相対主義に対してはどのような批判

を加えたのか。まず文化相対主義は、ある言明が真であるとは、ある文化で

採用されている規範によって真であるということである、と考える立場のこ

とを指す（Putnam [1982b] 237: 303）。ここでいう「文化」とは個々の概念枠、

そして「規範」は合理的受容可能性に関する基準であると考えてよい。パト

ナムが文化相対主義者としてとりわけ批判の対象としているのがリチャー

ド・ローティであり、彼の主張は、（1）実在との対応としての真理を、「強制

によらない合意」（Rorty [1987] 38: 10）に置き換えるべきだということ、（2）

真理や合理性に関しては所与の社会において「通常どういった正当化の手続

きがとられているか」（ibid.）ということしか言えないということ、の 2つに

集約される。このうち（2）の主張が、パトナムがローティを文化相対主義者

であると見なす要因だと考えられる。 

パトナムの文化相対主義に対する批判は主に 2つ存在し、いずれも当該の

立場が自己論駁的あるいは不整合を来しているというものだ。本稿ではこの

うち「アナーキズム批判」に焦点を当てる7。パトナムがアナーキズムと言う

                                                   
6 『理性・真理・歴史』においてパトナムは価値と事実について系統だった区別は行ってい
ない。 
7 文化相対主義が陥るもう 1 つの自己論駁的な状況とは、他文化が自文化の論理的構成物で
しかなくなるというものである。すなわち、文化相対主義者は「あることが真であると私が

述べた場合、それは私の文化の規範に照らして真である」と「あることが真であると他文化

の人が述べた場合、それはその文化の規範に照らして真である」を同時に主張するが、後者

の言明にどれほど文化上の差異に関する注釈を付け加えようとも、「『あることが真である
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とき念頭に置いているのは「共約不可能性テーゼ」である8。共約不可能性と

は、異なった概念枠内で使用されている同一の語は、意味や指示の点におい

てまったく異なったものである、というテーゼであり（Putnam [1981b] 192: 

232）、17世紀の科学者が用いる「熱」と今日の私たちが用いる「熱」では意

味が同一ではないといったことがその事例として挙げられることがある。ロ

ーティは、このテーゼが「諸言明が衝突し合うと思われるあらゆる点に関す

る論争を決着することに際して、いかにしたら合理的一致が得られるのかを

示すような一連の規則」（Rorty [1980] 315: 368）が存在しない、ということを

含意すると考える。 

この主張を批判する際にパトナムが依拠するのはドナルド・デイヴィドソ

ンの翻訳に関する主張（Davidson [1974]）であり、以下のように要約される。 

 

［……］仮に、このテーゼ［共約不可能性テーゼ］が正しいのなら、私

たちはほかの言語―もしくは、私たち自身の過去の言語さえ―まっ

たく翻訳することができない［……］そして、私たち生物の発する音を

解釈することができない場合、私たちは、その生物を思考するもの
．．．．．．

、も

しくは話をするもの
．．．．．．

、ましてや人格
．．
と見なす根拠をまったく持っていな

                                                   
と他文化の人が述べた場合、それはその文化の規範に照らして真である』は自文化の規範に

照らして真である」ということを意味することになる（Putnam [1982b] 236-238: 302-305）。
これは、「ある言明が真であるのは、当該の文化における規範に照らして真となるときであ

る」という、文化相対主義が主張しようとする対称性に関する主張が、整合的な仕方では擁

護できないことを示している。また、パトナムはこれが一種の独我論であると考えるが、こ

れは私たちが認知的に他者に依存しているということと相容れない（Putnam [1981b] 203: 
248-249）。 
8 パトナム自身は文化相対主義が共約不可能性テーゼに基づいていると明言しているわけ
ではない。しかし私は以下 2 つの理由から、アナーキズム批判が実質的に文化相対主義者に
も向けられていると読んでよいと見なす。（1）クーンやファイヤーアーベントといったアナ
ーキズムの提唱者たちが実際に文化相対主義も主張しているわけではないが、文化相対主

義は彼らの思想が当然行き着く先である、とパトナムが主張している（Putnam [1981b] 198-
199: 242）。（2）文化相対主義は思考の可能性を否定する点で危険である、とパトナムは主張
するが、この主張は本稿で紹介したアナーキズム批判と非常に類似している（Putnam [1982b] 
235: 301）。 
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いことになる。（Putnam [1981b] 192: 233	 傍点強調原文） 

 

もしある発話や概念枠が翻訳不可能であるならば、そもそも私たちはその

ようなものを発話や概念枠として認識することはできず、単なるノイズとし

て考える他ない。たしかに現在の科学者と 17世紀の科学者の用いる「熱」と

いう語の意味ないし指示は異なるであろうが、この事実は両者が用いる語の

間で翻訳が可能になって初めて理解することができる。反対に、例えば「ガ

リレオは『共約不可能な』概念をもっていたと語り、なおかつそ
．．．．．

の概念を詳
．．．．．

細に記述し続けることは
．．．．．．．．．．．

、まったくつじつまの合わないことなのである」

（ibid. 193: 233	 傍点強調原文）。ある翻訳が原語の正確な指示対象や意味を

多かれ少なかれ取り損なっているということは、よりましな翻訳があるかも

しれないということは含意するかもしれないが、「いかなる翻訳図式も『本当

の』意味または指示対象を捉え損ねるものだと語るのは、無意味なことに過

ぎない」（ibid. 194: 234-235）。というのも、翻訳や相互解釈が成功するために

は、翻訳された信念と私たちの信念がまったく同一のものになるということ

までは必要とされず、信念や欲求や発話が私たちにとって理解可能になり、

意味をなすことだけで十分であるからだ（ibid. 193-195: 234-236）。 

そしてこのような概念枠の理解が成功するということは、私たちと他者が

概念とその指示対象、そしてなにが合理的に受容可能かに関する考え方の大

部分を共有しているということを意味する（ibid. 196-197: 238-239）。という

のも、合理的受容可能性に関する基準が概念枠に相対的だとすると、異なる

概念枠を採用する人の思考や発話は単なるノイズと変わらなくなるからだ。

パトナムにとってこれは、「精神的な自殺を企てることに等しい」（ibid. 246: 

318）。しかし、私たちが思考する存在であるということは私たち自身にとっ

て「根本的な自己把握」である以上、それを含意するような立場は受け容れ
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難いのである（ibid. 246: 319）910。 

 

 2.2 合理性に関する非基準的見方 

	 では、そもそもなぜ合理性に関する以上のような誤った立場が生じたので

あろうか。その原因の一つは、いずれの立場もある種の科学主義（scientism）

に冒されているためであるとパトナムは診断を下す（Putnam [1981a] 126: 

189）。 

	 まず、合理性をアルゴリズムに還元しようとするような動きは、ゴットロ

ープ・フレーゲによる新しい演繹論理学の発明に動機づけられるかたちで生

じた。すなわち、帰納法を演繹論理学のように完全にアルゴリズムとして形

式化する試みが生じ、そして帰納論理学のアルゴリズムが科学的合理性ばか

りでなく、あらゆる合理性を記述するのではないかという期待につながった

のだ。しかし、このような試みは例えば、ネルソン・グッドマンによって、

帰納法には「投射可能な述語」と「投射可能でない述語」に関する形式化で

きないような判断が含まれるという批判を受けた、とパトナムは主張する11

                                                   
9 パトナムは文化相対主義者が「文化帝国主義者」になることで自身の立場を一貫したもの
にすることができると考えるが、この立場も拒否する。文化帝国主義とは「真理は私たちの

文化の所産であり、私たちの文化の基準によって定義される」（Putnam [1982b] 238: 306）と
主張する立場のことである。これは全体主義でないような文化においては偶然的な仕方で

自己論駁的であるし、またいかなる文化も不合理な規範を内包し得るため全体主義の文化

においても端的に誤りである（ibid. 239-240: 308-309）。 
10 このパトナムの主張に対してローティは、そもそも私たちが実質的な内容を含んだ真理
概念にコミットしていることを否定する（Rorty [1993] 459）。またプラグマティズムは真理
論を主張しているわけではないということを根拠に、自身の立場が自己論駁的であるとい

う主張も斥ける。検証原理は提案であって真偽を問えないという論理実証主義の主張に対

して、それでも彼らは検証原理を「擁護」したため検証原理は自己論駁的であると言える、

とパトナムが切り返しているところを見ると（Putnam [1981b] 190: 230）、ローティの自己弁
護もまた、彼自身がその立場を論敵に対して擁護しているために自己論駁的と言えるのだ、

という反論をパトナムから受けるだろう。 
11 これは今日「グルーのパラドクス」として知られているものである。このパラドクスに関
しては『事実・虚構・予言』において詳しく論じられているが、本稿の参考文献に挙げられ

ているグッドマンの『世界制作の方法』や、パトナムの『理性・真理・歴史』第 8 章におけ
る記述に照らして手短に解説すると以下のようになる。すなわち、述語「グルー」が「時点

t までに観察され、かつ緑であるか、または時点 t までに観察されず、かつブルー」である
ものに適用されるとすると、時点 tまでに観察された全てのエメラルドが緑であったという
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（ibid. 193-194: 284-285; Goodman [1978] 127: 224-225, 138-139: 240-242）。他

方で、合理性がローカルな文化の規範によって決定されると考える文化相対

主義は、経験科学にアルゴリズムが存在しないという発見によって反動的に

引き起こされたのではないかとパトナムは示唆する（Putnam [1981a] 124-125: 

186-187）。合理性がアルゴリズムに還元できるという基準的見方は演繹論理

学や精密科学が引き金に、合理性はローカルな文化によって定義されると主

張する文化相対主義は人類学が引き金になって生じた科学主義的な立場なの

である。（このパトナムによる分析が正しいかどうかは別として）このような

時代状況を、パトナムは「形式化にこだわりすぎるあまり［……］人間理性

の射程を健全にそして人間的に記述するという課題を回避」（Putnam [1981b] 

199: 242）してきたものだと要約する。 

では、私たちはここからなにを学び取るべきなのか。これら 2つの立場は

合理性に関してなにを見落としていたのか。 

まず、パトナムは基準的見方への批判からどのような主張を導き出したの

か。2.1節でも確認した通り、彼は基準的見方を批判した上で、ある言明の受

容は、単純性や整合性といった言明間に成り立つ様々な性質が関わって行わ

れる、形式化不可能なものであると主張した。しかし、この主張それ自体は

事実と価値の絡み合いを示唆するわけではない。というのも、例えば理論が

整合性や単純性、あるいは道具的有効性といった認知的価値を持っているこ

とは、当該の理論が実在と対応しているという意味において真であることの

指標としてしか働かないと主張することで、事実と価値を二分法的に捉える

ことができるからだ（Putnam [1981a] 134: 203）。 

しかし、パトナムが指示の不確定性に基づいて形而上学的実在論を批判す

                                                   
証拠は、「エメラルドは緑である」と「エメラルドはグルー」の両方の推論を支持する。私

たちは「緑」だけを投射可能な述語と見なすはずであるが、「グルー」のような奇妙な述語

を排除する形式的な試みはうまくいかない。グッドマンはある述語が投射可能であるかど

うかを決める要因の第一のものとして、これまでの帰納実践により合致しているかどうか

というものがあると述べている。 
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る際に主張したのは、概念枠なしに理論と実在が一意的に対応することはな

いということだった。というのも、私たちは、単純性や整合性、あるいは道

具的有効性といった認知的性質を前提して初めて、ある言明や理論が真であ

るとか合理的に受容可能であるとか言い得るからだ12（ibid. 134-137: 202-207）。

言い換えるならば、私たちは先に上げたような認知的価値を備えたような世

界に関する表象を構成しようと努めているのである。 

また、基準的見方は自身が採用する合理的受容可能性の基準それ自体の合

理性を示すことができないということも、当該の立場に対する批判であった。

一方の非基準的見方は以下のようにして、合理的受容可能性の基準に関する

正当化を行うことができる。 

 

［……］経験的世界は、私たちの合理的受容可能性の基準に依存する（も

ちろん、その逆でもある）。私たちは、みずからの合理的受容可能性基準

を用いて、「経験的世界」の理論的描像を組み立て、そして、今度は、そ

の描像がはっきりしてくると、その描像に照らしてみずからの合理的受

容可能性の基準そのものを改訂する等々、と［理論と合理的受容可能性

の基準の相互改訂は］果てしなく続けられる。（ibid. 134-135: 203-204	 傍

点強調原文） 

 

内在的実在論が経験的入力による言明の正当化を認め得るということは本

稿 1.2 節において既に言及したことであるが、そのような経験的入力、すな

わち事実に基づいて合理的受容可能性の基準は改訂されうるのだ。なにが存

在するかを規定する概念枠と合理的受容可能性に関する基準は相互に改訂す

                                                   
12 パトナムはこの意味において、単純性や整合性といった認知的性質は、ある言明、概念
枠、理由を受け容れることに関する行動の指針であるために、合理性がそれを受容するかど

うかがまさしく問われるような自然的性質に還元されるという主張はナンセンスであると

述べている（Putnam [1983b] 296-297: 337）。 
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るというかたちで連関している。そしてその相互連関を通して理論が収斂し

ていくという想定が、パトナムの立場を実在論たらしめ、その相互連関を行

う中立的観点などは存在せず、合理的受容可能性基準の改訂は常に既存の概

念枠内部で行われるしかないという「ノイラートの船」にも似た状況が、パ

トナムの立場を「内在的」実在論たらしめているのである。これが事実と価

値の二分法を否定するパトナムの議論の眼目である。 

では、パトナムは文化相対主義への批判からどのような主張を導き出した

のか。それは次のような主張である。合理的受容可能性の基準に関して異な

った考え方が存在するということが意味するのは、それらの基準の間で良し

悪しを決めることができないということではなく、異なった合理的受容可能

性に関する基準の良し悪しを決める際に「立脚する中立的場所が存在しない」

（ibid. 203: 248）ということだ。実際にどのような方法で、合理的受容可能性

の基準の良し悪しに関する論争を決するのかに関して、パトナムは具体的な

方法を挙げているわけではない。しかし、以下のような仕方で示唆を行って

いる。曰く、私たちが単純性、整合性、道具的有効性などといった認知的価

値を備えた「表象の体系」を持つのは、それが「人間の認知的な開花繁栄
．．．．．．．．．．．

（human cognitive flourishing）についての私たちの観念の一部
．．．．．．．．．．．．．．

」、つまり私た

ちの認知的な営みの目的だからなのであり、私たちが採用するのとは異なっ

た合理的受容可能性の基準は、このような目的に反しているということによ

って批判される。 

 

3. 道徳における事実と価値の絡み合いと、目的の非合理性 
	 道徳外の認知的判断における事実と価値の絡み合いに関するパトナムの主

張を前節までで見てきたが、彼はここから道徳的判断に真偽が問い得ること

をどのように担保しようとしたのか。ここでパトナムは、少なくとも以下 2

つの批判に応えなくてはならない。（1）道徳的価値は存在しないため、道徳
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的判断に真偽を問うことはできない。（2）道徳的判断における事実と価値の

絡み合いとして「濃い倫理的概念」の存在が挙げられることがあるが、濃い

倫理的概念は、その概念が適用される行為を記述する部分と、当該行為に対

する情動を表出する部分に分離可能である。本節ではこれらの批判に対する

彼の応答を見たうえで、反道徳的な目的が非合理的だと批判可能であること

を、彼が具体的にどのような仕方で示そうとしたのかを確認する。 

 

 3.1 存在論的奇妙さと濃い倫理的概念 

	 認知的価値と道徳的価値の類似性を指摘することで、前者だけでなく後者

にも客観性があることを主張するために、パトナムは 2つの論証に訴える。

1 つはマッキーが提示した「奇妙さからの論証」をかわしながら、道徳的価

値だけでなく認知的価値にも行為指導性があると主張することであり、もう

1 つが「濃い倫理的概念」の存在に訴えて道徳においても事実と価値の絡み

合いが存在することを示すことである。これによってパトナムが示そうとし

ているのは、認知的価値と道徳的価値、あるいは認知的判断と道徳的判断の

間に質的な違いはないということである。 

	 まず一つ目の論証から見ていこう。予めマッキーに対するパトナムの反論

を一言でまとめておくと、「道徳的価値が存在しないならば、認知的価値も存

在しないことになってしまう」というものになる13。マッキーの「奇妙さから

の論証」とは、道徳的価値が存在するとすれば、それはその認知が動機づけ

をもたらすような性質であり、したがってそのような性質は形而上学的に「奇

妙 queer」な存在であるために道徳的価値は存在しないと主張するものであ

る（Mackie [1977] 38-42）。 

	 この論証に対してパトナムは、道徳的性質の認知が動機づけをもたらすも

                                                   
13 パトナムの反実在論に反対する論証は共犯論法（companions in guilt argument）の一種で
あると言える。共犯論法に関するサーベイ論文としては Cowie [2018]を参照されたい。 
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のであるという点においてはマッキーに同意する。しかし、動機づけをもた

らすという点においては単純性や整合性といった認知的価値に関しても同様

である。というのも、これらはある言明を受け容れるかどうかに関する指針

となるからだ。しかし認知的価値に対して、それが動機づけを内包している

ことを根拠に、それが存在論的に奇妙だと結論づけることはできない

（Putnam [1981a] 308-311）。というのも、前節で確認した通り認知的価値なし

には「私たちはなんら世界や事実を持つことはできない」（Putnam [1990] 139）

からである。このような帰結は私たちにとって受け容れがたい以上、道徳的

価値が存在論的に奇妙であると主張することはできない。 

	 認知的価値と道徳的価値の類似性を指摘するためにパトナムが用いたもう

一つの論拠が、『事実／価値二分法の崩壊』14において指摘された「濃い倫理

的概念」の分離不可能性である。濃い倫理的概念とは、「善い」「悪い」「正し

い」「不正」といった「薄い倫理的概念」とは対比されるような、特定の文化

的な振る舞いや実践と深く結びついた「寛大」「貞淑」や「残酷」といった評

価的概念のことである（佐藤 [2017] 228）。例えば「寛大」は、ある文化では

人の欠点をむやみにあげつらわないことを意味するかもしれないし、また別

の文化では大岡越前のように人情味のある裁定を下すことを意味するかもし

れない。「寛大」がこれらのうちどれを意味するにせよ、当該の語を用いるこ

とはそのような振る舞いをする人に対して肯定的な評価を下すことを意味し

ている。ある文化で寛大であるとは考えられていない行為を、肯定的な意味

合いを込めて「寛大である」と評価したり、肯定的な評価づけなしに当該の

                                                   
14 『事実／価値二分法の崩壊』自体はパトナムが自然な実在論に移行した後に出版された
著作である。しかし、本節で紹介する濃い倫理的概念の分離不可能性に基づく議論は、以下

2 つの理由から内在的実在論期のパトナムに焦点を絞った本稿で扱っても差し支えないと
考える。（1）濃い倫理的概念の分離不可能性に関するパトナムの主張内容は、彼が内在的実
在論を取っているか自然な実在論を取っているかに関わらない。（2）濃い概念の分離不可能
性については『理性・真理・歴史』においても示唆されており（Putnam [1981a] 139: 210-211）、
『事実／価値二分法の崩壊』における議論はこれをより精緻化したものであると見なし得

る。 
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言葉を用いたりしてしまっては、その概念の意味を理解していないというこ

とになってしまう。その意味において濃い倫理的概念は、認知的判断には認

知的価値が前提されているのと同様に、その概念が該当する行為や人柄をま

とめ上げる記述的部分とそれらに対してなんらかの評価を下す評価的部分が

絡み合ったものなのである（Williams [1985] 129-130: 256-259, 140-141: 276-

277）。 

	 しかし濃い倫理的概念の存在を指摘したとしても、依然として事実と価値

の二分法を維持することは可能かもしれない。というのも、パトナム自身が

挙げている例を用いるならば、「残酷な」という濃い概念は「深く傷つけるこ

と」という記述的意味と、当該の概念を用いている人の情動を表出する態度

的成分とに分離することが可能で、濃い概念の意味は記述的意味という事実

に還元され得るかもしれないからだ。しかし、パトナムはこれが不可能であ

ると主張する。というのも、「残酷な」を「深く傷つけること」で説明しよう

とすると、麻酔が発明される以前に手術を行った外科医は皆残酷であるとか、

意図的に才能ある若者を堕落させることが残酷ではないといったことを含意

することになる。これが示しているのは、「残酷な」といった濃い倫理的概念

の意味は「厳しい」「酷い」「惨い」といった、価値づけや評価を含んだ類義

語を用いて説明するほかない、ということだ。このようにして、濃い倫理的

概念において事実と価値は分かちがたく絡み合っているのである（Putnam 

[2002] 44-45）。 

	 さらにこの点は、認知的価値と道徳的価値の別の類似性にも光を当てる。 

 

［……］もし適切な倫理的観点をいかなる点でも共有していないとす

れば、濃い倫理的概念を獲得することは決してできないであろうとい

うこと、そして、そうした概念を洗練された仕方で使い得るためには、

その観点と（少なくとも想像の中で）一体化する持続的な能力が必要
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である［……］（ibid. 37-38: 44） 

 

つまり、適切な認知的判断を下したり、それが合理的に受容可能かどうかを

判断したりすることは、合理的受容可能性の基準がそのうちに含まれる概念

枠の内側でしか可能ではないように、適切な道徳的判断を下すことは、そこ

に含まれる濃い倫理的概念の用法を規定する文化や伝統、あるいは概念枠を

理解することを通してしか可能にならない15。 

 

 3.2 目的の合理性について 

では、なんらかの反道徳的な目的を非合理的であると判断するにはどうし

たらよいとパトナムは考えているのか。これに対するパトナムの答えは以下

のようなものだ。すなわち、そのような目的に従事している人は人間関係や

社会関係に関する事実を記述する際に「不十分で、不明瞭で、いとわしい

（inadequate, unperspicuous, repulsive）」（Putnam [1981a] 212: 313）表現を用い

ざるを得ないが、それは「人間の開花繁栄に関する［……］病んだ（sick）考

え方」（ibid. 141: 214）や「世界観の非合理性」（ibid. 212: 314）を反映してい

るためだ、というものである。 

この回答が具体的にどのような意味であり、そしてどのように濃い倫理的

概念などと関わってくるのかを見ていこう。 

ここで、合理的受容可能性には言明の適切さ（relevance）も問われるとい

うパトナムの主張を見ておく必要がある。これはパトナム自身の言葉を借り

ると、合理的受容可能性の基準には、例えば、ある言明がほかの言明と整合

的であるといった性質を備えているということだけでなく、ある言明の「十
．

                                                   
15 パトナムはマッキーの奇妙さからの論証や、濃い概念が分離可能であるという主張が物
理主義に端を発すると考える。ただしここで、パトナムが非自然的な道徳的性質が存在して

いると主張している、と理解してはならない。彼はそのような「インフレ的形而上学」は過

剰な主張でしかないとして斥ける（Putnam [2004] 18: 21）。 

57



全さや明瞭さ
．．．．．．

（adequacy and perspicuousness）」（ibid. 137: 208）もまた含まれ

ている、ということを意味している。この具体的な例としてパトナムは、家

具を持たない文化に属する人は家具が配置された部屋について十全な記述を

与えることができないという事例を提示する。この人物は、テーブルや椅子

がなんであるかを知らないため、自身がいる部屋に関して真なる記述を与え

ることはできるだろうが、私たちの文化の成員が必要とする情報を与えない

という点において適切さを欠いている。これが示しているのは「記述は十全

たるべしという要請は暗に、記述者は諸概念の一定の集合を利用できるよう

にせよという要請になっている、ということであ」り、「記述者がある一定の

概念を利用しなかったという事実は、彼と彼の記述を批判する根拠になり得

る」ということである（ibid. 138: 209）。そしてこれは、対人関係に関する記

述においても同様で、私たちは濃い倫理的概念を用いることが求められてい

るときにそのような概念を用いなければ、その記述は十全ではないとして批

判される。例えば「スクルージは強欲である」と言うべき場面において、「ス

クルージはたくさんお金を持っている」とだけ述べたとすれば、記述が不十

分であるとか、感受性が鈍いと非難されるだろう。そしてこの「適切さ」は、

私たちがどのような存在者やカテゴリーを重視したり関心を持ったりしてい

るか、つまり私たちの持つ価値体系を反映したものである（Putnam [1981a] 

201-202: 297-298）。 

ではどのようにして、ある目的や目的の体系が合理的であるとか非合理的

であるとか評価し得るのか。パトナムは私たちと全く異なった道徳観を持っ

た人として、行為の帰結が最大多数の最大幸福をもたらすことを義務だと感

じ、行為の帰結の予測能力が非常に洗練されているが、当該の目標が達成可

能だと予測された場合にはいかなる無慈悲な行動も辞さない「超ベンサム主

義者」（ibid. 139-141: 211-213）と、私たちに嫌悪感をもたらすが知的に練り

上げられた目標を持つ「合理的なナチ党員」（ibid. 203: 300）を架空の事例と
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して挙げる。彼らのような存在は通常、私たちと事実に関しては一致してい

るが、価値については一致していないような例として挙げられる。 

しかし、事実と価値の二分法を否定するパトナムにとってこれらはそのよ

うな単純な事例ではない。例えば、ベンサム主義者は幸福量を最大化するた

めに嘘をつくという行為を非難の意味を込めて「不正直」であると記述する

ことはなく、「正直」やひいては「思いやりがある」といった言葉でさえ、私

たちが用いているのとはまったく違った用法を持つことになる。あるいは合

理的なナチ党員は、自身の道徳観を擁護する際に民主主義はユダヤ人の陰謀

であるといった奇怪な主張や、私たちが用いているのとはまったく内実とし

ては異なった道徳的観念を用いることになるだろう（ibid. 139-141: 211-213, 

211-214: 312-315）。これはこの世界に関する彼らの記述が、私たちにとって

は適切さを欠いており、合理的に受容可能ではないことを意味している。道

徳的な事実を記述するのに適切な概念枠を採用しているかどうかと、その人

の目標や生き方が合理的かどうかの間には一定の結びつきが存在するのであ

る。彼らは人間的ないし社会的事実に関して「不十分で、不明瞭で、いとわ

しい」表現をし、私たちが住むのとは違った人間世界を生きているが、これ

は認知的合理性に関する話と同じように、彼らが持つ人間の道徳的な開花繁

栄に関する、私たちが合理的ではないと見なす考え方に起因するのである

（ibid. 141: 213, 211-214: 312-315）。 

 

 3.3 パトナムの立場への批判 

パトナムのメタ倫理学における立場は（1）価値が存在しなければ世界を持

つことはできない、（2）認知的価値と道徳的価値の間には質的な違いはない、

という 2つを主要な主張として道徳的客観性を擁護しようとするものである。

そして「ナチの目的は正しい」といった道徳的判断は、そのような主張をな

すことによってその人が歪んだ世界観、ひいては人間の開花繁栄に関する歪
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んだ構想を持っていることが明らかになることを通して合理的に受容可能で

はないと判断される。しかしパトナムのこのような立場に対しては少なくと

も 2つの批判が考えられる。 

まず一つ目は、パトナムの立場と彼が文化相対主義者であると見なすロー

ティの立場の間に、それほど大きな違いはないという批判である。ローティ

曰く、彼の立場は「他の個人や文化が提示する様々な信念を吟味するために

は、それらを、われわれがすでに持っている信念と、織り合わせてみなけれ

ばならない」（Rorty [1987] 43: 12）と主張するものであるが、これは私たちが

知り得るのは、例えば合理的なナチ党員が「現在の私たちの
．．．．

観点から十全か

つ明瞭に記述する能力を喪失している」（Putnam [1981a] 212: 313	 傍点強調

筆者）ことでしかないと主張するパトナムの立場とそれほど違わないように

思われる。 

もう 1つの批判がリチャード・バーンスタインによる、パトナムは「私た

ちの価値判断のどれが客観的に真で、どれが客観的に偽かを決めるすべは示

していない」（Bernstein [2010] 166: 252）というものである。もちろん、バー

ンスタインはあらゆる道徳的判断の真偽を、誰にとっても説得的で確定的な

仕方で定める方法を提示せよ、とパトナムに迫っているわけではないし

（ibid.）、また 2節で見たように、パトナムがある判断の合理的受容可能性を

アルゴリズム的に判定可能だと考える立場を批判している以上、パトナムが

道徳的判断の真偽を定めるそのような方法を提示したならば、彼の立場は不

整合を来すことになる。しかし、パトナムは論文「プラグマティズムと道徳

的客観性」において、道徳的客観性に関する「抽象的な」問いが現実世界に

影響を持つと主張している以上（Putnam [1994] 151）、本稿で紹介した議論だ

けでは物足りないように思われる。また道徳的判断の真偽を客観的に定める

すべを提示しない限り、先ほど言及したパトナムに対する一つ目の批判、す

なわち、パトナムの主張が彼の論敵であると考えられるローティの主張とそ
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れほど変わらないのではないか、という批判をかわすことはできないだろう。 

これら 2つの批判に応えるためにパトナムは、彼の道徳哲学において背骨

となっている「人間の開花繁栄に関する構想」やそのような構想の良し悪し

をより具体的に展開することを通じて、道徳的判断の真偽を客観的に決める

方法についてもう少し踏み込んだ主張をすることが必要になる。この点に関

しては『実在論の多くの顔』で論じられる「道徳イメージの正当化」や民主

主義論に関する議論が参考になると思われるので、稿を改めて論じたい。 

 

 結語 
本稿の議論をまとめよう。 

まずパトナムは、「真理は語と、心から独立して存在する対象との間の対応

関係である」と、また「そのような対応関係は 1つに定まる」と主張する形

而上学的実在論が、指示の不確定性を招くために維持できないものであると

主張した上で、「真理とは理想化された合理的受容可能性である」と主張する

内在的実在論を提唱した（第 1節）。そして、内在的実在論においては（1）

世界に関する記述は、合理的受容可能性の基準となる単純性や整合性といっ

た認知的価値があってはじめて可能になる、（2）世界に関する私たちの記述

は合理的受容可能性の基準に依拠すると同時に、その世界に関する記述をも

とに合理的受容可能性の基準は改訂される、という形で事実と価値の絡み合

いが見られる。また、私たちが上述したような認知的価値を合理的受容可能

性の基準として用いるのは、そのような認知的価値を備えた世界の表象を構

成することが、私たちの認知的な営みの目的だからであり、私たちが用いる

のとは異なった合理性の基準を用いる人々は、その目的に反しているとして

批判されるのである（第 2節）。そして、道徳的判断にも真偽を問うことがで

きることを示すためにパトナムは、（1）マッキーの「奇妙さからの論証」に

対して、道徳的価値だけでなく、認知的価値の認知にも動機づけが伴うと批

61



判すること、（2）濃い倫理的概念は記述的部分と評価的部分に分離させるこ

とができないと指摘すること、これら 2つを根拠として道徳的判断と通常の

認知的判断の類似性を主張した。そしてナチ党員が持つような反道徳的な目

的は、そのような目的を持っている人の道徳的事実に関する記述が、適切な

概念枠を採用している人にとって合理的に受容可能でないようなものである

ということによって合理的でないと批判される。しかし、このようなパトナ

ムの主張に対しては、（1）彼が文化相対主義者であると見なして批判の対象

とするローティとそれほど主張に違いがない、（2）反道徳的な目的を非合理

的であると批判する具体的な方策を示し得ていない、という 2つの批判が考

えられる（第 3節）。これらの批判に関しては稿を改めて論じたい。 
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